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表の●のついている 施設で回収し ています。

廃食油以外は各施設の開館時間内に持ち 込むこ と ができ ます。

（ 廃食油の回収は毎月第 4 月曜日の午前 9 時から 午後 0 時 3 0 分まで）

●豊島リ サイク ルセンタ ーでの廃食油の回収は、毎月第 4 月曜日前日の日曜日（ 午前 9 時から 午後 4 時まで）も 、2 階展示室にて行います。

●注 1注 1   区民ひろ ば池袋本町は令和 7 年 1 2 月 1 日から 仮施設（ 池袋本町 4 -3 6 -1 ）で回収し ます。

●注 2注 2   上池袋図書館は、 改修工事に伴い、 令和 8 年 5 月末頃まで休館し ます。

●注注 33    東部区民事務所は、 改修工事に伴い、 令和 1 1 年頃まで仮施設に移転し ます。（ 南大塚 2 -3 6 -2 ）   

東部区民事務所（ 仮施設）では、 乾電池と イ ン ク カ ート リ ッ ジの回収は休止し 、 廃食油のみ回収し ます。

●注 4注 4   区民ひろ ば高南第二は、 改修工事に伴い、 令和 8 年 1 月下旬頃まで休館し ます。

●注 5注 5   千早地域文化創造館は、 改修工事に伴い、 令和 9 年 3 月 3 1 日まで休館し ます。

●注 6注 6   福祉ホームさ く ら んぼの、 改修工事に伴い、 令和 8 年 12 月下旬頃まで乾電池を 仮施設（ 西巣鴨 4 -9 -1）で回収し ます。

●注 7注 7  令和 1 1 年頃まで東部区民事務所の仮施設が併設し ます。

注 6
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（ 令和 7 年 1 1 月現在）


